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はじめに

第１章 森づくりのための基本的な事項

第２章 伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備の方法に関する事項

第１項 立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

第２項 造林に関する事項

第３項 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法

その他間伐及び保育の基準

第４項 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における施業の方法

（１）水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

ア 区域の設定

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林につい

ては、次の基準等のとおりとし、その区域は別表１-1 のとおりとします。

イ 施業の方法

水源の涵養機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の施業の

方法については、次のとおりとし、その区域は別表 2-１のとおりとします。

① 下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本として、伐採に伴う裸地化に

よる影響を軽減するため、伐期の延長を推進すべき森林とし、皆伐の面積の

上限は 20ha、主伐の時期は標準伐期齢に 10 年を加えた林齢とします。

② ①のうち、既往の施業体系として、長伐期施業を指向している森林につい

ては、長伐期施業を推進すべき森林とし、皆伐の面積の上限は 20ha、主伐

の時期は標準伐期齢の 2 倍の林齢から 10 年を減じた林齢とします。

③ 他の公益的機能別施業森林と重複する森林については、それぞれの機能の

発揮に支障がないように定めます。

また、伐期の延長及び長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限について

は、次のとおりとします。

森 林 の 基 準 対象となる制限林等

ダム集水区域、ダム集水区域や主要な河川の上流

に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として

重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する森林

・水源涵養保安林

・干害防備保安林

・水源涵養機能の評価区

分が高い森林
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（２）土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又

は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源

の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林以外の森林

ア 区域の設定

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能、

保健文化機能又はその他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林については、次の基準等のとおりとし、その区域は別表１-2

のとおりとします。

森林の伐期齢の下限

樹 種
伐期の延長を推進

すべき森林

長伐期施業を推進

すべき森林（主伐

の時期を標準伐期

齢の２倍から 10

年減じた林齢とす

るもの）

ボカスギ ４５ ６０

タテヤマスギ その他スギ ５５ ８０

ヒノキ ６５ １００

マツ カラマツ ５０ ７０

その他針葉樹（主に天然更新によるもの） ７０ １１０

広葉樹（ブナなど主に天然下種更新によるもの） ７０ １１０

広葉樹（コナラなど主にぼう芽更新によるも

の）
２5～35 ２０～４０

種 類 森 林 の 基 準 対象となる制限林等

土地に関する

災害の防止及

び土壌の保全

の機能の維持

増進を図るた

めの森林施業

を推進すべき

森林

山腹崩壊等により人命・人家

等施設に被害を及ぼすおそれが

ある森林など、土砂の流出・崩

壊の防備、その他山地災害の防

備を図る必要のある森林

・土砂流出防備保安林

・土砂崩壊防備保安林

・なだれ防止保安林

・砂防指定地周辺

・山地災害危険地区

・山地災害防止機能の評

価が高い森林

快適な環境の

形成の機能の

維持増進を図

るための森林

施業を推進す

べき森林

市民の日常生活等に密接な関

わりを持つ里山林等であって、

騒音や粉塵等の影響を緩和する

森林及び森林の所在する位置、

気象条件からみて、風害、霧害

等気象災害を防止する機能が高

い森林

・飛砂防備保安林

・防風保安林

・潮害防備保安林

・生活環境保全機能の評

価が高い森林

保健文化機能

の維持増進を

図るための森

林施業を推進

すべき森林

観光的に魅力ある高原、渓谷

等の自然景観植物群落を有する

森林、キャンプ場や森林公園等

の施設を伴う森林及び、史跡、

名勝等の所存する森林や、これ

ら史跡等と一体となり優れた自

然景観等を形成する森林

・保健保安林

・風致保安林

・都市計画法による風致

地区

・文化財保護法に規定す

る史跡名勝天然記念物

に係る森林
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イ 施業の方法

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能、

保健文化機能又はその他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林の施業の方法については、次のとおりとし、区域は別表２-2

のとおりとします。

① 成長量が比較的高く緩傾斜の森林は、伐採に伴う裸地化による影響を軽減

するため、長伐期施業を推進すべき森林とし、皆伐の面積の上限は 20ha、

主伐の時期は標準伐期齢のおおむね 2 倍以上とします。なお、主伐の時期を

短縮しても適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれら

の機能の確保ができる森林は、主伐の時期を標準伐期齢の 2 倍の林齢から

10 年を減じた林齢とします。

② 急傾斜又は成長量の低い森林のうち、特に公益的機能の発揮を図る森林に

ついては、択伐による複層林施業を推進すべき森林とし、育成複層林に誘導

します。それ以外の森林については、択伐以外の方法により育成複層林に誘

導します。

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、

特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持

又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが必要

な場合には、これを推進します。

④ 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林と重

複する森林については、それぞれの機能の発揮に支障がないように定めます。

また、長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限については、次のとおり

とします。

・保健文化機能の評価区

分が高い森林

森林の伐期齢の下限

樹 種
長伐期施業を推

進すべき森林

長伐期施業を推進す

べき森林（主伐の時

期を標準伐期齢の２

倍から 10 年減じた

林齢とするもの）

ボカスギ ７０ ６０

タテヤマスギ その他スギ ９０ ８０

ヒノキ １１０ １００

マツ カラマツ ８０ ７０

その他針葉樹（主に天然更新によるもの） １２０ １１０

広葉樹（ブナなど主に天然下種更新によるもの） １２０ １１０

広葉樹（コナラなど主にぼう芽更新によるも

の）
３０～５０ ２０～４０
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２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び

当該区域内における森林施業の方法

（１）区域の設定

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林について

は、次の基準等に沿って、その区域は別表 1-3 のとおりとします。

（２）施業の方法

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の

森林施業の方法については、木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給す

るため、植栽による確実な更新、保育及び間伐等を推進することを基本に、森林

施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進し、主伐の

時期は標準伐期齢以上の林齢とします。

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原則

として、皆伐後には植栽による更新を行います。

森林の基準

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況や経営管理実施権の設定見込み

等から効率的な施業が可能な森林、木材等生産機能の評価区分が高い森林で、

自然条件等から一体として森林施業を行うことが適当と認められる森林

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の

うち、林地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、林道等や集落からの距離が

近い「特に効率的な施業が可能な森林」
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別表 1-1

区 分 森林の区域 面積（ha)

水源涵養の機能の維持増進を図

るための森林施業を推進すべき

森林

城端地域

１～７３
4,147.84

平地域

１～８５、８７～１３７
8,681.33

上平地域

１～８７
5,684.18

利賀地域

１～１９５
14,787.15

井波地域

１～２０
937.23

井口地域

１～９
680.63

福野地域

１～６
358.14

福光地域

１～５７、９０～１７６
8,167.02
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別表 1-2

区 分 森林の区域 面積（ha)

土地に関する

災害の防止及

び土壌の保全

の機能、快適

な環境の形成

の機能又は保

健文化機能の

維持増進を図

るための森林

施業を推進す

べき森林

土地に関

する災害

の防止及

び土壌の

保全の機

能の維持

増進を図

るための

森林施業

を推進す

べき森林

城端地域

１イ～ニ、３ヘト、４イ～ヲ、５イ～トリ、８ホヘ

９チリヌ、１０ロハ、１１イトチリ、

１２イロハホリ～ヲ、１３イ、１４ヘトヲ、１５ホ

１８イ、１９ハホヘト、２０ロ、２２イ、２４ホ

２５イロ、３０ホ、３７イ～チ、４０イ～ヘチ～ル

４１イ～ニ、５９ロ～ヌ、６０ロ～ヌ、６１イ～ヌ

６２イ～ヌ、６３イ～ヲ、６４イ～ル、６５イ～ヌ

６６イ～ヌ、６７イ～ワ、６８イ～ホ

974.40

平地域

１イ～ヌ、２イ～リ、３イ～ル、４イ～ヌ

６ホヘト、７ロハチヌヲ、８リヌル、９イロチ

１０イハ～ヘヲ～ヨ、１１イ～ヲ、１２イ～レ

１３イ～ヲ、１４イロ、１５イロニヘ～リ

１６イロチリ、１７イ～トヌ、１８ハニヘト

１９ロハヘト、２０ト、２１ロハニチ

２３ヘトカヨタ、２５イロハリ～ヲ、２６ロハホチ

２７リヌヲ、２８イ～ホ、２９イヘトチ

３０イ～ルワ、３１イ～カ、３２イ～ニヘ～リ

３３イ～ヲ、３４イ～ル、３５イ～ル、３６イ～ワ

３７イ～ル、３８イ～ヲ、３９イ～ワ、４０イ～ル

４１イ～リ、４４ロホ、４５ハ～ト、４７チ～ヲ

４８イ～ル、４９ハ～ヌ、５０イハ、５１ヲ

５２イ～ホ、５４ニト、５５イロニホヘ

５９イロトチリ、６３ニ～ル、６４イロニヘ～ル

６５イ～ヲ、６６イ～ヲ、６７イ～ヌ、６８イ～リ

６９イ～ワ、７０イ～ヲ、７１イ～ヲ

７２イ～ニリヌ、７３イ～ツ、７４イロニチ～ヲ

７５イ～ニヘ～ヌ、７６イ～ワ、７７イ～ル

７８イ～ワ、７９イ～ル、８０イ～リ、８１イ～ル

８２イ～リ、８３イ～ヲ、８４イ～リ、８５イ～ワ

８７イ～ヘチリヌ、８８イ～ヌヲ、８９ヌ

９０ニホトワカ、９４ロ、９５ヘト、１００ハホ～

チヌ

１０１ヘ～リルヲワ、１０２ロ～ホ、１０３チヌル

１０４イ～ニヘ～リ、１０５イホヘ、１０６ヲ

１０７ヘ～リ、１０８イロハリヌ、１０９イ～ヌ

１１０イ～ル、１１１イヘトチ、１１５ハホ～チ

１１６ホヘ、１１７ヘトチ、１１８イロハ

１１９ホ～リ、１２０イ、１２１イ～ヲ

１２２ホ～ヌ、１２３イロハ、１２４イ～ニトリヌ

１２５イ～ヲ、１２６イ～チヌルヲ、１２７イ～カ

１２８ロ～ヌ、１２９ヌ、１３０イ～リ

１３１イニトリ、１３２イ～リルヲワ

１３３イ～ニヘチ～ワ、１３４イ～ト

１３５ヘ～ヌヲワ、１３６ロヘ～ヌ

１３７イロハチルヲワ

4,745.01
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別表 1-2

区 分 森林の区域
面積

（ha)

土地に関する

災害の防止及

び土壌の保全

の機能、快適

な環境の形成

の機能又は保

健文化機能の

維持増進を図

るための森林

施業を推進す

べき森林

土地に関

する災害

の防止及

び土壌の

保全の機

能の維持

増進を図

るための

森林施業

を推進す

べき森林

上平地域

１イ～ヌ、２イ～リ、３イ～ホト～ヌ、４イ～ヌ

５イ～トリ、６イ、７イロハホ、８イロ、９ハ～ヌ

１０ロ～ヘヌ、１１ロハトチ、１２イ～チ

１３イ～ワ、１４イ～チ、１６イニ～チ、１７ヘト

１８イ～チヌル、１９ロハ、２１ニ

２３イロホトリヌ、２４イロホヘ、２５ヘヌル

２６ハ～ワ、２７イ～ヲ、３０ホヌ、３１ヌ

３３イ～ル、３４イ～ト、３５イロハ

３８イロホヘト、３９イ～ヌ、４０イ～ト

４１イ～ヲ、４２イ～ワ、４３イ～ヌ、４４イ～チ

４５イ～ホ、４６イ～ト、４７イ～ホ、４８イ～ヘ

４９イ～ト、５０イロ、５１イロホ～リル～カ

５２イロニ～ワ、５３イ～ホ、５４イ～ホ

５５イ～ト、５６イ～ト、５７ロ～ホト

５８ハ～ヲカヨ、５９イ～ヘチリヌ

６０イ～ニヘトリ～カ、６１イ～ヘチ～ヲ

６２イロヘトチ、６３イロ、６７イ～ニヘトリヌ

６８イ～ヌ、６９ヘ～リルヲ、７１イ～ヘヌ

７３ロハ、７５チ、７７イロ、７８イ～ヘ

７９イ～チ、８０イ～ヘチ、８１ロニ～ワ

８２ヘト、８３イ～ニ、８４イロニトチリ

８５イロト～ヌ、８６ホチ、８７ハヘ

3,405.09

利賀地域

１イ～ニヘトチ、２イ、３ハニヘト、８イ～リ

９イ～ヘ、４２ヘトヌ、４６ハホヘ、４７イ

４９ト～ヲ、５０イロハホ～ヌ、５１イ～チ

５２ハ～ヘ、５３ロ～ホチ、５４ハ～チ

５５イ～ト、５６リ、５７イニホ、５８ハ～ヘ

５９ハ、６０ニヘチ、６１ハチ、６２ヌル

６３イロニ～リルカ、６４ホヘトリ、６８イ

６９ハニホ、７１ニホヘリル、７２ル、７３ホヲ

７５ヌ、７６ル、７７ニ～チ、７８イロホ～チ

８０ロヘ、８１イ～ヘ、８３ロ～ヘ

８４イハ～トル、８５ロハホ～ヲ、８６イ～ヌ

８７イ～ワ、８８イ～ヲ、８９イ～ヌ

９０イ～チヌ、９２イ～ワ、９３イ～ワ

９４イ～チルヲ、９５イ～ト、９６イ～ト

９７イ～ヲ、１０１ヘ、１０３ヘト、１４１イ～ヘ

１４２イ～ル、１４３イ～チ、１４４イ～リ

4,041.31
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別表 1-2

区 分 森林の区域 面積（ha)

土地に関する

災害の防止及

び土壌の保全

の機能、快適

な環境の形成

の機能又は保

健文化機能の

維持増進を図

るための森林

施業を推進す

べき森林

土地に関

する災害

の防止及

び土壌の

保全の機

能の維持

増進を図

るための

森林施業

を推進す

べき森林

利賀地域

１４５ロ～ヘ、１４６ロハニヘ～ヌ

１４７イホ～チヌ、１４８ロホ～ヲ

１４９イホヘトリヲ、１５０ヘ、１５１ハニヘ～

ヌ

１５２イロニホヘ、１５３イ～チ、１５４イ～チ

１５５イ～チ、１５６イ～ヌ、１５７イ～ヘリ～

ワ

１５８イロホヘヌカ、１５９イ～ル、１６０イ～

ホ

１６１ロ～リワ、１６２イ～チ、１６３イ～ヲ

１６４イ～リ、１６５ハヌ、１６６イ～ヲ

１６７イ～ル、１６８イ～ホ、１７０イ～カ

１７１イ～ル、１７２ホヘチ、１７３ニトチ

１７５ロワカ、１７６ハ、１７７ニホヘルヲワ

１７８イホ、１７９イ～ワ、１８０イ～ル

１８１トチ、１８２ロ、１８３ホ～リ

１８４イ～ヌ、１８５イ～リ、１８６イ～リ

１８７ヘ～リ、１８８イロハチ～ル

１８９イ～ニトチル、１９０ル、１９１ニチ

１９２イハヘ～リ、１９３ヘ～ヲ

4,041.31

井波地域

１イ～ヲ、６ロハヘト、７ホ、１０トチリ

１１イ～ヘチ～ル、１２イ～ヘ、１３イ～ト

１４イ～ヘ、１６ト、１７ヘト、１８ロ

299.61

井口地域

４ロ～ル、５ホヘト、６ハ～ト、９ヘ
93.81

福野地域

—
—

福光地域

５チ～ヲ、６イニ～チヌ、７ト～ヲ、９チ～ヲ、

１０イ～チ

２１ヌヲワ、２２ニ～カ、２３イ～ニヘ～ル

２４イ～リ、２５イ～ニヘ～ル、２６イ～ト

２８ヘチ、３６ニホ、４６イハニ、４７リ

４８イトリ、５０ホ、５４ロ、９２イホチヌヲ

９５イ～ル、９６イ～ホリヌ、９７イ～ヌ

９８イ～ホト、１１５ロ、１１９ホ、１２６ハニ

リ

１３０リ、１３１イロニ、１３５ニヘトチ

１３７ホ、１４０イ、１５５ハニ、１５６ト～ヌ

１５７イ、１６８イ、１６９ト、１７６ロトチリ

1,014.11
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別表 1-2

区 分 森林の区域 面積（ha)

保健文化機能の維持増進を

図るための森林施業を推進

すべき森林

城端地域

１４ヲ、１５イ～ニヘト、１６イロ、１７チ

１８イ、２３ロチリ
80.30

平地域

７８イ～ワ、７９ニホヘ、８０へ～リ、

８１イロハトチリル、８３チヌ、８４トチリ

８５イ～ワ

254.82

上平地域

５０リ、６５イ～ホ、６６ニリ
59.77

利賀地域

１９ニホ、２４ヘ～リルヲ、２５トチワ

７７ホヘト、１０６ト、１３２イ～ヲ

１３３イ～ヌ、１３４イ～リ、１３６ニ～ヲ

１３７イロへ～リ

589.53

井波地域

—
—

井口地域

—
—

福野地域

—
—

福光地域

５６ロチリ、１１３イ～ホ、１１４イ～ヘ

１２３ニホヘ、１２４イ、１２６ハニリ

１２７イハ、１２８チリ、１２９イ、１３０ヲ

１３１イニ、１３２イ、１３５イ～リ

１３６イ～チ、１３９ヘ～リ、１４１リヌ、１

４２イ

516.24
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別表 1-3

区 分 森林の区域 面積（ha)

木材の生産機能の維

持増進を図るための

森林施業を推進すべ

き森林

城端地域

１イ～チ、２イ～ヌ、３イ～ル、４イ～ヲ、６イ～ル

７イ～カ、８イ～ヲ、９イ～ヌ、１０イ～チ

１１イ～リ、１２イ～ヲ、１３イ～ヌ、１９イ～チ

３０イ～ル、３１イ～ル、３３イ～ヌ、３４イ～ヨ

３５イ～チ、３６イ～ワ、４０イ～ル、４１イ～ヌ

４２イ～ル、４３イ～ヲ、４４イ～リ、４５イ～ヌ

４６イ～ヲ、４７イ～ヌ、４８イ～ヌ、４９イ～チ

５０イ～ル、５１イ～ヘ、５２イ～リ、５３イ～ル

５４イ～ト、５５イ～ワ、５６イ～ヌ、５７イ～ワ

５８イ～ヲ、５９イ～ヌ、６８イ～ワ、７０イ～リ

７１イ～チ、７２イ～ワ、７５イ

2,410.69

平地域

１イ～ヌ、２イ～リ、３イ～ル、４イ～ル、５イ～ル

６イ～ヌ、７イ～ヲ、８イ～ル、９イ～チ

１０イ～ヨ、１１イ～ヲ、１２イ～レ、１３イ～ヲ

１４イ～ヘ、１５イ～リ、１６イ～リ、１７イ～カ

１８イ～ト、１９イ～ヲ、２０イ～チ、２１イ～チ

２２イ～ト、２３イ～タ、２４イ～ト、２５イ～ヲ

２６イ～ル、２７イ～ヲ、２８イ～ヌ、４５イ～ル

４９イ～ヌ、５０イ～ル、５１イ～ワ、５２イ～ト

５３イ～カ、５４イ～ル、５５イ～ル、５９イ～ヌ

６１イ～ヲ、６２イ～ル、６３イ～カ、６４イ～ル

６５イ～ヲ、６６イ～ヲ、７１イ～ヲ、７２イ～ル

７３イ～ツ、７４イ～ヲ、７５イ～ヌ、８７イ～ル

８８イ～ヲ、９７イ～カ、９８イ～ル

１０３イ～ル、１０４イ～ル、１０５イ～ワ

１１９イ～リ、１２０イ～ヲ、１２１イ～ヲ

１２２イ～ヌ、１２３イ～リ、１２４イ～ヌ

１２５イ～ヲ、１２６イ～ヲ、１２７イ～カ

１２８イ～ヨ、１２９イ～ヲ、１３０イ～ル

１３１イ～リ、１３２イ～ワ、１３３イ～ワ

１３４イ～ヌ、１３５イ～ワ、１３６イ～ヌ

１３７イ～ワ

4,714.23

上平地域

３イ～ヌ、４イ～ヌ、５イ～ヌ、６イ～チ、８イ～ヘ

９イ～ヌ、１０イ～ル、１１イ～ヌ、１２イ～チ

１４イ～ル、１５イ～ヌ、１６イ～リ、１７イ～ト

１８イ～ル、１９イ～ヌ、２１イ～リ、２２イ～ヲ

２３イ～ヌ、２４イ～チ、２５イ～ル、２８イ～リ

２９イ～チ、３０イ～ワ、３１イ～ヲ

３５イ～ル、３６イ～チ、３７イ～ヲ

1,747.12

利賀地域

１イ～チ、２イ～ヘ、３イ～チ、４リ～ヲ、５イ～カ

６イ～ヘ、７イ～リ、８イ～リ、９イ～ヌ

１３ヘ～ヌ、ヲワヨ、４２イ～カ、４６イ～ヘ

４７イ～ト、４８イ～ヌ、４９イ～ヲ、５０イ～ヌ

５１イ～チ、６３イ～カ、６４イ～リ、６５イ～ニ
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区 分 森林の区域 面積（ha)

木材の生産機能の維持

増進を図るための森林

施業を推進すべき森林

６６イ～ニ、６８イ～リ、６９イ～ホ、７０イ～ヌ

７１イ～ヲ、７８イ～リ、ル～ナ、７９イ～ヲ

８０イ～ヌ、８１イ～リ、８２イ～チ、８４イ～ワ

８５イ～ヲ、８６イ～ヌ、８７イ～ワ、９２ル

９３チ、９４ホヘヲ、９７ト、１４７イ～ヌ

１４８イ～ワ、１４９イ～ヲ、１５０イ～ワ

１５１イ～ヌ、１５３イ～チ、１５４イ～ヌ

１５５イ～リ、１５６イ～ヌ、１５７イ～カ

１５８イ～カ、１５９イ～ヲ、１６０イ～ト

１６１イ～ワ、１６２イ～チ、１６３イ～ヲ

１６４イ～リ、１８０イ～カ、１８５イ～リ

１８７イ～リ、１８８イ～ル、１８９イ～ワ

１９０イ～ル、１９１イ～チ、１９２イ～ワ

１９３イ～ヲ、１９５イ～ハ

4,208.47

井波地域

１イ～ヲ、２イ～チ、３イ～チ、４イ～ヘ

１３イ～ト、１４イ～チ、１５イ～チ、１６イ～ル

１７イ～チ、１８イ～チ、１９イ～ヌ、２０イ～リ

570.46

井口地域

１イ～ヌ、２イ～カ、３イ～ヲ、４イ～カ、６イ～ル

７イ～ル、８イ～ヲ、９イ～ワ

621.15

福野地域

３イ～ト、４イ～ヌ、６イ～ル
188.28

福光地域

１イ～カ、２イ～ヌ、３イ～カ、４イ～ル、５イ～ワ

６イ～ヌ、７イ～カ、８イ～チ、１２イ～ル

１３イ～ヌ、１４イ～チ、１５イ～ヌ、１６イ～ヲ

１７イ～ト、１８イ～ヌ、１９イ～ヲ、２０イ～ヌ

２１イ～ワ、２２イ～カ、３２イ～ル、２４イ～リ

２５イ～ル、２６イ～リ、２７イ～ヲ、２８イ～ル

２９イ～ヲ、３０イ～ル、３１イ～ヌ、３２イ～ヲ

３３イ～ヲ、３４イ～チ、３５イ～ル、３６イ～ル

３７イ～ヌ、３８イ～リ、３９イ～ヌ、４０イ～ヲ

４１イ、４２ロ～ル、４３ヌ、４４イ～ル

４５イ～リ、４６イ～ヌ、４７イ～リ、５５イ～リ

９１イ～リ、９２イ～ワ、９３イ～ヌ、９４イ～ヲ

９５イ～ヲ、９９イ～ヌ、１００イ～ル

１１１イ～ル、１１２イ～チ、１１３イ～ホ

１４５イ～リ、１４６イ～ヌ、１４７イ～ル

１４８イ～ル、１４９イ～ヲ、１５０イ～リ

１５１イ～ト、１５２イ～リ、１５３イ～ホ

１５４イ～チ、１６０イ～リ、１６１イ～リ

１６２イ～ヘ、１６４イ～ト、１６５イ～ヌ

１６６イ～ワ、１６８イ～ト

3,842.56

木材の生産機能の維

持増進を図るための

森林施業を推進すべ

き森林のうち、特に

効率的な施業が可能

な森林

該当なし

—
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伐期の延長及び長伐期施業を推進すべき森林は別表２のとおりとします。

・伐期の延長（＋１０年）を推進すべき森林

・長伐期施業を推進すべき森林（主伐時期を標準伐期齢の２倍の林齢とする森林）

水源の涵養の機能の増進を図るための森林

下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本として、伐採に伴う裸地化によ

る影響を軽減するため、伐期の延長を推進すべき森林とし、皆伐の面積の上限

は 20ha、主伐の時期は標準伐期齢に 10 年を加えた林齢とします。

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能及び保健文化機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき森林

伐採に伴う裸地化による影響を軽減するため、長伐期施業を推進すべき森林

とし、皆伐の面積の上限は 20ha、主伐の時期は標準伐期齢のおおむね 2 倍

以上とします。
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別表 2-1

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

伐期の延長を推進す

べき森林

城端地域

１ホ～チ、２イ～ヌ、３イ～ホチ～ル、５チヌ

６イ～ル、７イ～カ、８イ～ニト～ヲ、９イ～ト

１０イニ～チ、１１ロ～ヘ、１２ニヘトチ

１３ロ～ヌ、１４イ～ホチ～ル、１５チ、１６ハ～チ

１７イ～ﾄ、１８ロ～ヲ、１９イロニチ

２０イハホ～ヌ、２１イ～チ、２２ロ～ル

２３イハ～ト、２４イ～ニヘ～ワ、２５ハ～ワ

２６イ～ル、２７イ～リ、２８イ～ヲ、２９イ～リ

３０イ～ニヘ～ル、３１イ～ル、３２イ～ヲ

３３イ～ヌ、３４イ～ヨ、３５イ～チ、３６イ～ワ

３７リ～ヲ、３８イ～ヌ、３９イ～ヲ、４０ト

４１ホ～ヌ、４２イ～ル、４３イ～ヲ、４４イ～リ

４５イ～ヌ、４６イ～ヲ、４７イ～ヌ、４８イ～ヌ

４９イ～チ、５０イ～ル、５１イ～ヘ、５２イ～リ

５３イ～ル、５４イ～ト、５５イ～ワ、５６イ～ヌ

５７イ～ワ、５８イ～ヲ、５９イ、６０イ

６８ヘ～ワ、６９イ～ヌ、７０イ～リ、７１イ～チ

７２イ～ワ、７３イ～ヨ、７４イ、７５イ

3,106.78

長伐期施業を推進すべ

き森林（主伐の時期を

標準伐期齢の２倍から

１０年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造

林地

富山県営林

３８イ～ヌ、３９イ～トリルヲ、５５リ～ワ、５６ヌ、

５７イロ、ニ～ワ、５８イ～ホ

(49.64)

富山県農林水産公社造林地

７１ホト、７２ヘト、４７イ～ニ、４８ロ～へ、５０

ヌ、５１ニホ、５２イ～ホトリ、５４ヘト、５０ロ～

ヌ、５１ヘ、５６イ～ニヘト、５５カ、７１イロハ、２

１イ～ニ、１４イ、１８チ、２２ハニ、３２ハチリ、７

３ヌ、７３チリヌ、７２ヲ

(170.44)
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別表 2-1

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

伐期の延長を推進す

べき森林

平地域

４ル、５イ～ル、６イ～ニチリヌ、７イニ～トリル

８イ～チ、９ハ～ト、１０ロト～ル、１４ハ～ヘ

１５ハホ、１６ハ～ト、１７チリル～カ、１８イロホ

１９イニホチ～ヲ、２０イ～ヘチ、２１イホヘト

２２イ～ト、２３イ～ホチ～ワ、２４イ～ト

２５ニ～チ、２６イニヘトリヌル、２７イ～チル

２８ヘ～ヌ、２９ロ～ホリ、３０ヲ、３２ホ

４２イ～チ、４３イ～レ、４４イハニヘ～ル

４５イロチ～ル、４６イ～カ、４７イ～ト

４８ヲワカ、４９イロ、５０ロニ～ル、５１イ～ルワ

５２ヘト、５３イ～カ、５４イロハホヘチ～ル

５５ハト～ル、５６イ～ワ、５７イ～ヨ、５８イ～ト

５９ハ～ヘヌ、６０イ～ヲ、６１イ～ヲ、６２イ～ル

６３イロハヲワカ、６４ハホ、７２ホ～チル

７４ハホヘト、７５ホ、８７トル、８８ル

８９イ～リルヲ、９０イロハヘチ～ヨ、９１イ～リ

９２イ～ル、９３イ～ワ、９４イハ～ル

９５イ～ホチリ、９６イ～ル、９７イ～カ

９８イ～ル、９９イ～ヨ、１００イロニリ

１０１イ～ホヌカ、１０２イヘ～ル、１０３イ～トリ

１０４ホヌル、１０５ロハニト～ワ、１０６イ～ルワ

１０７イ～ホ、１０８ニ～チ、１１１ロ～ホリヌル

１１２イ～ニ、１１３イ～ト、１１４イ～チ

１１５イロニリヌル、１１６イ～ニト～ヌ

１１７イ～ホ、１１８ニホヘ、１１９イ～ニ

１２０ロ～ヲ、１２２イ～ニ、１２３ニ～リ

１２４ホヘチ、１２６リ、１２８イル～ヨ

１２９イ～リルヲ、１３０ヌル、１３１ロハホヘチ

１３２ヌ、１３３ホト、１３４チリヌ

１３５イ～ホル、１３６イハニホ、１３７ニ～トリヌ

3,936.32

長伐期施業を推進

すべき森林（主伐

の時期を標準伐期

齢の２倍から１０

年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

９３ワ、９４イ、１０６ワ、１１５イロニリヌ、１１６

イ、１０７ロ、７ホヘト、２６リヌル、２７イロハ、９６

ホ、９７ニ～トリ、１０５ヌ、１０６トチ、５０ニホ、１

０５ロハニ、１２０ハ～チ、ヌル、１２２ロニ、１２３ニ

ホヘ、５１ホチリヌルワ、５３リヌカ

(72.58)
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別表 2-1

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

伐期の延長を推進す

べき森林

上平地域

３ヘ、５チヌ、６ロ～チ、７ニヘ～ヌ、８ハ～ヘ

９イロ、１０イトチリル、１１イニホヘリヌ

１４リヌル、１５イ～ヌ、１６ロハリ、１７イ～ホ

１８リ、１９イニ～ヌ、２０イ～チ、

２１イロハホ～リ、２２イ～ヲ、２３ハニヘチ

２４ハニトチ、２５イ～ホトチリ、２６イロ

２８イ～リ、２９イ～チ、３０イ～ニヘ～リルヲワ

３１イ～リルヲ、３２イ～ヲ、３４チ、３５ニ～ル

３６イ～リ、３７イ～ワ、３８ハニ、５０ハ～チ

５１ハニヌ、５２ハ、５３ヘ、５７イヘ、５８ロワ

５９ト、６０ホチ、６１ト、６２ハニホ、６３ハ～ヌ

６４イ～チヌ、６６イロハホ～チ、６７ホチ

６９イ～ホヌワカヨ、７０イ～ヘ、７１トチリ

７２イ～リ、７３イニホ、７４イ～チ

７５イ～トリヌ、７６イ～ホ、７７ハ、８０トリ

８１イハ、８２イ～ホチ、８３ホ～チ、８４ホヘ

８５ハ～ヘルヲワ、８６イ～ニヘトリ～ヲ

８７イロニホト～ル

2,219.32

長伐期施業を推進

すべき森林（主伐

の時期を標準伐期

齢の２倍から１０

年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

７４ロハヘトチ、６９ワ
(9.71)
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別表 2-1

施業の方法 森林の区域
面積

（ha)

伐期の延長を推進す

べき森林

利賀地域

１ホ、２ロ～ヘ、３イロホチ、４イ～ヲ、５イ～カ

６イ～ヘ、７イ～リ、９ト～ヌ、１０イ～ヌ

１１イ～リ、１２イ～ツ、１３イ～ヨ、１４イ～チ

１５イ～ト、１６イ～リ、１７イ～ル、１８イ～チ

１９イロハヘ～リ、２０イ～ル、２１イ～チ

２２イ～ヌ、２３イ～ワ、２４イ～ホヌワカ

２５イ～ヘリ～ヲカ、２６イ～チ、２７イ～チ

２８イ～リ、２９イ～チ、３０イ～ル、３１イ～カ

３２イ～ツ、３３イ～レ、３４イ～ヌ、３５イ～チ

３６イ～ヌ、３７イ～ル、３８イ～ヌ、３９イ～ヲ

４０イ～ヌ、４１イ～ワ、４２イ～ホチリル～カ

４３イ～ヲ、４４イ～ヲ、４５イ～ト、４６イロニ

４７ロ～ト、４８イ～ヌ、４９イ～ヘ、５０ニ

５２イロト、５３イヘトリ～ワ、５４イロ、５５チリ

５６イ～チ、５７ロハニヘト、５８イロト

５９イロニホヘ、６０イロハホトリ

６１イロニ～トリ～ヨ、６２イ～リ、６３ハヌヲワ

６４イ～ニチ、６５イ～ニ、６６イ～ニ、６７イ～ニ

６８ロ～リ、６９イロ、７０イ～ヌ

７１イロハトチヌヲ、７２イ～ヌ

７３イ～ニヘ～ルワカ、７４イ～ワ

７５イ～リル～タ、７６イ～ヌ、７７イロハリヌ

７８ハニリ～ナ、７９イ～ヲ、８０イハニホト～ヌ

８１トチリ、８２イ～チ、８３イトチリ

８４ロチリヌヲワ、８５イニ、８９ル、９０リ

９１イ～リ、９４リヌ、９８イ～ル、９９イ～ヲ

１００イ～ル、１０１イ～ホ、１０２イ～ヲ

１０３イ～ホチリヌ、１０４イ～ヘ、１０５イ～ヌ

１０６イ～ヘチ、１０７イ～チ、１０８イ～チ

１０９イ～ル、１１０イ～リ、１１１イ～ヲ

１１２イ～リ、１１３イ～ト、１１４イ～カ

１１５イ～リ、１１６イ～ヌ、１１７イ～ヨ

１１８イ～リ、１１９イ～ル、１２０イ～ヘ

１２１イ～ヌ、１２２イ～ル、１２３イ～チ

１２４イ～ト、１２５イ～ヌ、１２６イ～ル

１２７イ～ト、１２８イ～ホ、１２９イ～リ

１３０イ～リ、１３１イ～リ、１３５イ～リ

１３６イロハワ、１３７ハニホヌルヲ、１３８イ～カ

１３９イ～ト、１４０イ～チ、１４５イ、１４６イホ

１４７ロハニリ、１４８イハニワ

10,179.8

9
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別表 2-1

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

伐期の延長を推進す

べき森林

利賀地域

１４９ロハニチヌル、１５０イ～ホト～ワ

１５１イロホ、１５２ハト～ヌ、１５４リヌ

１５５リ、１５７トチカ、１５８ハニトチリルヲワ

１５９ヲ、１６０ヘト、１６１イヌルヲ

１６５イロニ～リルヲワ、１６８ヘ～ワ

１６９イ～ル、１７２イ～ニトリヌル

１７３イロハホヘリ、１７４イ～リ、１７５イハ～ヲ

１７６イロニ～ヌ、１７７イロハト～ヌ

１７８ロハニヘ～ヲ、１８０ヲワカ、１８１イ～ヘ

１８２イハ～ト、１８３イ～ニヌルヲ、１８６ヌ

１８７イ～ホ、１８８ニ～ト、１８９ホヘリヌヲワ

１９０イ～ヌ、１９１イロハホヘト

１９２ロニホヌ～ワ、１９３イ～ホ、１９４イ～ホ

１９５イ～ホ

10,179.89

長伐期施業を推進すべ

き森林（主伐の時期を

標準伐期齢の２倍から

１０年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造

林地

富山県営林

５リ～ル、１２ヘトリルヲ、２２ハニホ
(47.89)

富山県農林水産公社造林地

８２ロハ、５ワカ、６イハニ、７ニ～チ、４４リ、６８

ロニホヘ、６７ニ、７０イ、６５ハ、６６イロハ、７７

ヌ、１５４リヌ、１５７カ、７５イ、２ヘ、３イ、１６

０ト、１８９ヲ

(97.90)
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別表 2-1

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

伐期の延長を推進す

べき森林

井波地域

２イ～チ、３イ～チ、４イ～ヘ、５イ～チ

６イニホチリ、７イ～ニヘトチ、８イ～ト、９イ～ヘ

１０イ～ヘ、１１ト、１４トチ、１５イ～チ

１６イ～ヘチ～ヲ、１７イ～ホチ、１８イハ～チ

１９イ～ヌ、２０イ～リ

637.62

長伐期施業を推進

すべき森林（主伐

の時期を標準伐期

齢の２倍から１０

年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

８イ
(4.69)

伐期の延長を推進す

べき森林

井口地域

１イ～ヌ、２イ～カ、３イ～ヲ、４イヲワカ

５イ～ニチリ、６イロチ～ル、７イ～ル、８イ～ヲ

９イ～ホト～ワ

586.82

長伐期施業を推進

すべき森林（主伐

の時期を標準伐期

齢の２倍から１０

年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

３ハニ
(9.86)

伐期の延長を推進す

べき森林

福野地域

１イ～ヌ、２イ～ル、３イ～ト、４イ～ヌ、５イ～ヲ

６イ～ル

358.14

長伐期施業を推進

すべき森林（主伐

の時期を標準伐期

齢の２倍から１０

年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

３ハニヘト、６イロホヘト
(38.31)
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別表 2-1

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

伐期の延長を推進す

べき森林

福光地域

１ロ～カ、２イ～ヌ、３イロハホト～カ、４イ～ル

５イ～トワ、６ロハリ、７イ～ヘ、ワカ、８イ～チ

９イ～ト、１０リヌル、１１イ～ル、１２イ～ル

１３イ～ヌ、１４イ～チ、１５イ～ヌ、１６イ～ヲ

１７イ～ト、１８イ～ヌ、１９イ～ヲ、２０イ～ヌ

２１イ～リル、２２イロハ、２３ホ、２５ホ

２６チリ、２７イ～ヲ、２８イ～ホトリヌル

２９イ～ヲ、３０イ～ル、３１イ～ヌ、３２イ～ヲ

３３イ～ヲ、３４イ～チ、３５イ～ル

３６イロハヘ～ル、３７イ～ヌ、３８イ～リ、４１イ

３９イ～ヌ、４０イ～ヲ、４２イ～ル、４３イ～ヌ

４４イ～ル、４５イ～リ、４６ロホ～ヌ、４７イ～チ

４８ロ～ヘチヌ、４９イ～ル、５０イ～ニヘ～ヌ

５１イ～ル、５２イ～カ、５３イ～チ、５４イハ～ヌ

５５イ～リ、５６イハ～ト、５７ハ～リ、９０ホ～ヲ

９１イ～リ、９２ロハニヘトリルワ、９３イ～ヌ

９４イ～ヲ、９５ヲ、９６ヘトチ、９８ヘチリヌ

９９イ～ヌ、１００イ～ル、１１１イ～ル

１１２イ～チ、１１４ト～ヲ、１１５イハ～ワ

１１６イ～リ、１１７イ～チ、１１８イ～ヌ

１１９イ～ニヘ～ヌ、１２０イ～ニ、１２１イ～ヘ

１２２イ～チ、１２３イロハ、１２４ロ～リ

１２５イ～ヌ、１２６イロホ～チ、１２７ロニ～ヌ

１２８イ～ト、１２９ロ～ソ、１３０イ～チヌル

１３１ハ、１３２イ～リ、１３３イ～ワ

１３４イ～ヲ、１３６リヌ、１３７イ～ニヘ～ヌ

１３８イ～チ、１３９イ～ホ、１４０ロ～ヌ

１４１イ～チ、１４２ロ～ル、１４３イ～チ

１４４イ～リ、１４５イ～リ、１４６イ～ヌ

１４７イ～ル、１４８イ～リ、１４９イ～ヲ

１５０イ～リ、１５１イ～ト、１５２イ～リ

１５３イ～ホ、１５４イ～チ、１５５イロホ～リ

１５６イ～ヘルヲ、１５７ロ～リ、１５８イ～ヌ

１５９イ～ヌ、１６０イ～リ、１６１イ～リ

１６２イ～ヘ、１６３イ～ト、１６４イ～ト

１６５イ～ヌ、１６６イ～ワ、１６７イ～ル

１６８ロ～ト、１６９イ～ヘチリ、１７０イ～チ

１７１イ～カ、１７２イ～リ、１７３イ～リ

１７４イ～ヘ、１７５イ～ヲ、１７６イハ～ヘヌ～ワ

6,812.51

長伐期施業を推進すべ

き森林（主伐の時期を

標準伐期齢の２倍から

１０年減じた林齢とす

るもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造

林地

富山県営林

１１１イ～ル、１１２イ～チ
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別表 2-２

富山県農林水産公社造林地

４８ニ～ヘ、チヌ、４９イロチ、５１ハル、５２イ～ホ

カ、５３イ～ニチ、５４ハ、１７１ニホヘリヌル、１７

２ハ～ト、１６９へ、１７２チリ、１７１ワカヲ、１７

２イロ、１ロ、１６０ホヘト、１６２ロハニホ、１６３

ハホヘト、１６４イ～ト、１６５イ、１５９ハ、１５９

ハ～ヌ、１６０イロ、１６９ホ、１７０イ～チ、３６チ

～ル、３８ニ～ト、４９ヌ、５０イロハトチ、１３０ハ

～ト

(221.06)

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

長伐期施業を推進すべき

森林（主伐の時期を標準

伐期齢の２倍の林齢とす

るもの）

城端地域

１イ～ニ、３ヘト、４イ～ヲ、５イ～トリ、８ホヘ

９チリヌ、１０ロハ、１１イトチリ、

１２イロハホリ～ヲ、１３イ、１４ヘトヲ、１５イ～ト

１６イロ、１７チ、１８イ、１９ハホヘト

２３ロチリ、２０ロ、２２イ、２４ホ

２５イロ、３０ホ、３７イ～チ、４０イ～ヘチ～ル

４１イ～ニ、５９ロ～ヌ、６０ロ～ヌ、６１イ～ヌ

６２イ～ヌ、６３イ～ヲ、６４イ～ル、６５イ～ヌ

６６イ～ヌ、６７イ～ワ、６８イ～ホ

1,041.06

長伐期施業を推進す

べき森林（主伐の時

期を標準伐期齢の２

倍から１０年減じた

林齢とするもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

２２イ
(1.51)

長伐期施業を推進すべき

森林（主伐の時期を標準

伐期齢の２倍の林齢とす

るもの）

平地域

１イ～ヌ、２イ～リ、３イ～ル、４イ～ヌ

６ホヘト、７ロハチヌヲ、８リヌル、９イロチ

１０イハ～ヘヲ～ヨ、１１イ～ヲ、１２イ～レ

１３イ～ヲ、１４イロ、１５イロニヘ～リ

１６イロチリ、１７イ～トヌ、１８ハニヘト

１９ロハヘト、２０ト、２１ロハニチ

２３ヘトカヨタ、２５イロハリ～ヲ、２６ロハホチ

２７リヌヲ、２８イ～ホ、２９イヘトチ

３０イ～ルワ、３１イ～カ、３２イ～ニヘ～リ

３３イ～ヲ、３４イ～ル、３５イ～ル、３６イ～ワ

３７イ～ル、３８イ～ヲ、３９イ～ワ、４０イ～ル

４１イ～リ、４４ロホ、４５ハ～ト、４７チ～ヲ

４８イ～ル、４９ハ～ヌ、５０イハ、５１ヲ

５２イ～ホ、５４ニト、５５イロニホヘ

５９イロトチリ、６３ニ～ル、６４イロニヘ～ル

６５イ～ヲ、６６イ～ヲ、６７イ～ヌ、６８イ～リ

６９イ～ワ、７０イ～ヲ、７１イ～ヲ

７２イ～ニリヌ、７３イ～ツ、７４イロニチ～ヲ

７５イ～ニヘ～ヌ、７６イ～ワ、７７イ～ル

７８イ～ワ、７９イ～ル、８０イ～リ、８１イ～ル

８２イ～リ、８３イ～ヲ、８４イ～リ、８５イ～ワ

８７イ～ヘチリヌ、８８イ～ヌヲ、８９ヌ

９０ニホトワカ、９４ロ、９５ヘト、１００ハホ～チヌ

4,745.01
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別表 2-2

１０１ヘ～リルヲワ、１０２ロ～ホ、１０３チヌル

１０４イ～ニヘ～リ、１０５イホヘ、１０６ヲ

１０７ヘ～リ、１０８イロハリヌ、１０９イ～ヌ

１１０イ～ル、１１１イヘトチ、１１５ハホ～チ

１１６ホヘ、１１７ヘトチ、１１８イロハ

１１９ホ～リ、１２０イ、１２１イ～ヲ

１２２ホ～ヌ、１２３イロハ、１２４イ～ニトリヌ

１２５イ～ヲ、１２６イ～チヌルヲ、１２７イ～カ

１２８ロ～ヌ、１２９ヌ、１３０イ～リ

１３１イニトリ、１３２イ～リルヲワ

１３３イ～ニヘチ～ワ、１３４イ～ト

１３５ヘ～ヌヲワ、１３６ロヘ～ヌ

１３７イロハチルヲワ

長伐期施業を推進す

べき森林（主伐の時

期を標準伐期齢の２

倍から１０年減じた

林齢とするもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

９４ロ、１１５ハ、７ロチ、１１９トチリ、１２２ホ、１

２３ハ、１３イヘ、１２チ

(50.71)

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

長伐期施業を推進すべき

森林（主伐の時期を標準

伐期齢の２倍の林齢とす

るもの）

上平地域

１イ～ヌ、２イ～リ、３イ～ホト～ヌ、４イ～ヌ

５イ～トリ、６イ、７イロハホ、８イロ、９ハ～ヌ

１０ロ～ヘヌ、１１ロハトチ、１２イ～チ

１３イ～ワ、１４イ～チ、１６イニ～チ、１７ヘト

１８イ～チヌル、１９ロハ、２１ニ

２３イロホトリヌ、２４イロホヘ、２５ヘヌル

２６ハ～ワ、２７イ～ヲ、３０ホヌ、３１ヌ

３３イ～ル、３４イ～ト、３５イロハ

３８イロホヘト、３９イ～ヌ、４０イ～ト

４１イ～ヲ、４２イ～ワ、４３イ～ヌ、４４イ～チ

４５イ～ホ、４６イ～ト、４７イ～ホ、４８イ～ヘ

４９イ～ト、５０イロリ、５１イロホ～リル～カ

５２イロニ～ワ、５３イ～ホ、５４イ～ホ

５５イ～ト、５６イ～ト、５７ロ～ホト

５８ハ～ヲカヨ、５９イ～ヘチリヌ

６０イ～ニヘトリ～カ、６１イ～ヘチ～ヲ

６２イロヘトチ、６３イロ、６５イ～ホ、６６ニリ

６７イ～ニヘトリヌ、６８イ～ヌ、６９ヘ～リルヲ

７１イ～ヘヌ、７３ロハ、７５チ、７７イロ

７８イ～ヘ、７９イ～チ、８０イ～ヘチ、

８１ロニ～ワ、８２ヘト、８３イ～ニ

８４イロニトチリ、８５イロト～ヌ、８６ホチ

８７ハヘ

3,464.86
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長伐期施業を推進す

べき森林（主伐の時

期を標準伐期齢の２

倍から１０年減じた

林齢とするもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造林

地

富山県農林水産公社造林地

６９ルヲ
(1.16)
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別表 2-2

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

長伐期施業を推進すべ

き森林（主伐の時期を

標準伐期齢の２倍の林

齢とするもの）

利賀地域

１イ～ニヘトチ、２イ、３ハニヘト、８イ～リ９イ～

ヘ、１９ニホ、２４ヘ～リルヲ、２５トチワ４２ヘト

ヌ、４６ハホヘ、４７イ４９ト～ヲ、５０イロハホ～

ヌ、５１イ～チ５２ハ～ヘ、５３ロ～ホチ、５４ハ～

チ５５イ～ト、５６リ、５７イニホ、５８ハ～ヘ５９

ハ、６０ニヘチ、６１ハチ、６２ヌル６３イロニ～リ

ルカ、６４ホヘトリ、６８イ６９ハニホ、７１ニホヘ

リル、７２ル、７３ホヲ７５ヌ、７６ル、７７ニ～

チ、７８イロホ～チ８０ロヘ、８１イ～ヘ、８３ロ～

ヘ８４イハ～トル、８５ロハホ～ヲ、８６イ～ヌ８７

イ～ワ、８８イ～ヲ、８９イ～ヌ９０イ～チヌ、９２

イ～ワ、９３イ～ワ９４イ～チルヲ、９５イ～ト、９

６イ～ト９７イ～ヲ、１０１ヘ、１０３ヘト、１０６

ト１３２イ～ヲ、１３３イ～ヌ、１３４イ～リ１３６

ニ～ヲ、１３７イロヘ～リ１４１イ～ヘ、１４２イ～

ル、１４３イ～チ１４４イ～リ、１４５ロ～ヘ、１４

６ロハニヘ～ヌ１４７イホ～チヌ、１４８ロホ～ヲ１

４９イホヘトリヲ、１５０ヘ、１５１ハニヘ～ヌ１５

２イロニホヘ、１５３イ～チ、１５４イ～チ１５５イ

～チ、１５６イ～ヌ、１５７イ～ヘリ～ワ１５８イロ

ホヘヌカ、１５９イ～ル、１６０イ～ホ１６１ロ～リ

ワ、１６２イ～チ、１６３イ～ヲ１６４イ～リ、１６

５ハヌ、１６６イ～ヲ１６７イ～ル、１６８イ～ホ、

１７０イ～カ１７１イ～ル、１７２ホヘチ、１７３ニ

トチ１７５ロワカ、１７６ハ、１７７ニホヘルヲワ１

７８イホ、１７９イ～ワ、１８０イ～ル１８１トチ、

１８２ロ、１８３ホ～リ１８４イ～ヌ、１８５イ～

リ、１８６イ～リ１８７ヘ～リ、１８８イロハチ～ル

１８９イ～ニトチル、１９０ル、１９１ニチ１９２イ

ハヘ～リ、１９３ヘ～ヲ

4,607.26

長伐期施業を推進す

べき森林（主伐の時

期を標準伐期齢の２

倍から１０年減じた

林齢とするもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社

造林地

富山県営林

１８４ハヌ、１８５イ、１８６イ
(40.16)

富山県農林水産公社造林地

７８イ、１５４チ、１５７ワ、１６０イ、１８８チ

ル、１８９イロハチル、１９０ル

(36.22)



２６

別表 2-2

施業の方法 森林の区域 面積（ha)

長伐期施業を推進すべ

き森林（主伐の時期を

標準伐期齢の２倍の林

齢とするもの）

井波地域

１イ～ヲ、６ロハヘト、７ホ、１０トチリ

１１イ～ヘチ～ル、１２イ～ヘ、１３イ～ト

１４イ～ヘ、１６ト、１７ヘト、１８ロ

299.61

井口地域

４ロ～ル、５ホヘト、６ハ～ト、９ヘ
93.81

福野地域

—
—

福光地域

５チ～ヲ、６イニ～チヌ、９チ～ヲ、７ト～ヲ、１０イ

～チ

２１ヌヲワ、２２ニ～カ、２３イ～ニヘ～ル

２４イ～リ、２５イ～ニヘ～ル、２６イ～ト

２８ヘチ、３６ニホ、４６イハニ、４７リ

４８イトリ、５０ホ、５４ロ、５６ロチリ

９２イホチヌヲ、９５イ～ル、９６イ～ホリヌ

９７イ～ヌ、９８イ～ホト、１１３イ～ホ

１１５ロ、１１９ホ、１２３ニホヘ、１２４イ

１２６ハニリ、１２７イハ、１２８チリ、１２９イ

１３０リヲ、１３１イロニ、１３２イ

１３５イ～リ、１３６イ～チ、１３７ホ

１３９ヘ～リ、１４０イ、１４１リヌ、１４２イ

１５５ハニ、１５６ト～ヌ、１５７イ、１６８イ

１６９ト、１７６ロトチリ

1,380.46

長伐期施業を推進す

べき森林（主伐の時

期を標準伐期齢の２

倍から１０年減じた

林齢とするもの）

上記の内、以下の富山県営林及び富山県農林水産公社造

林地

富山県農林水産公社造林地

１７６ト、５０ホ、４８ト
(3.84)
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３ その他必要な事項

＜なし＞
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第５項 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

第６項 森林施業の共同化の促進に関する事項

第７項 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する

事項

第８項 その他必要な事項

第３章 森林の保護に関する事項

第４章 その他森林の整備のために必要な事項

参考資料


